寄付金の取扱について
１　法人が寄附を行った場合

①　黄色いハンカチ基金（ふるさと納税）を利用した寄附の場合

　　税法上の取扱は、『国、地方公共団体に対する寄付金』の扱いとなるため全額損金算入となります。
（法人税法第３７条第３項１）
　②夕張希望の杜に直接寄附をした場合

　　法人税法に定められた限度額までの損金算入となります。

（法人税法第３７条第１項）

２　個人が寄附を行った場合
①　黄色いハンカチ基金（ふるさと納税）を利用した寄附の場合

　　税法上の取扱は『特定寄付金』に該当するため所得税法に定められた金額の寄付金控除が受けられます。
（所得税法第７８条第１項）
　②夕張希望の杜に直接寄附をした場合

　　税法上の寄付金控除等の対象となりません。
